「渋谷区犯罪被害者等支援条例」制定に向けた基本的な考え方に対する意見提出方法について

＜提出期間＞　令和８年５月１日（金）～　令和８年５月２２日（金）

＜提出方法＞持参、郵送、ファックス、メール、渋谷区LINE公式アカウントで提出してください。
・持参：〒１５０－００３１　
渋谷区桜丘町２３－２１　文化総合センター大和田８Ｆ
　　　　　　　渋谷インクルーシブシティセンター＜アイリス＞　
　　　　　　　受付時間：９：００～１７：１５（月曜、祝日の翌日、第三日曜日は除きます。）
・ファックス：０３－３４６４－３３９８　
渋谷インクルーシブシティセンター＜アイリス＞　宛て
・メール：public-comments@shibuya.tokyo
・渋谷区LINE公式アカウント：＠shibuyacity



＜回答方法＞
ご意見等のある項目の番号（①～⑦）を別紙の意見提出様式にご記入のうえ、ご提出ください。
※ご意見はいくつでもご提出いただけます。
※特定の項目に関わりのない自由意見は番号⑦をご記載のうえご提出ください。
※別紙の意見提出様式以外でも結構です。（１）項目の番号、（２）意見の２点をご記入のうえ
ご提出ください。

	項目番号
	項目

	①
	１　犯罪被害者等支援条例制定の経緯

	
	２　犯罪被害者等支援条例の基本的な考え方

	②
	　■条例の目的　～だれもが安心して暮らせるまちを目指して～

	③
	■基本理念

	④
	■地域で支える仕組み

	⑤
	■どのような支援が受けられるのか？

	⑥
	　■支援を支える取り組み

	⑦
	　■渋谷区が目指す姿



【意見提出様式】
【回答欄】項目番号とご意見を記入してください。
	番号
	ご意見

	
	

	
	


意見等の提出にあたっては、以下の何れかにご記入をお願いします。
※記入漏れがあると正式なご意見として取り扱えない場合があります。

１　区内在住者の場合
	氏　名
	
	住　所
	渋谷区



２　区内在勤・在学の場合
	氏　名
	
	住　所
	

	通勤･通学先の名称
	
	所在地
	



３　区内事業者・法人・団体の場合
	法人等の名称
	
	代表者名
	

	所在地
	



４　この計画等に利害関係のある場合
	利害関係のあるとする理由
	




＜問合せ先＞　渋谷インクルーシブシティセンター＜アイリス＞　電話：０３－３４６４－３３９５
